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2020年２月 28日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

  

当社は、2020年２月 28日開催の取締役会において、2020年３月 27日開催予定の第 12回定時株

主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

ブロックチェーンやフィンテックに関する技術や法律、また名称等の変化に対応しうる表現と

するため、定款の一部を変更するものです。 

 

２． 変更の内容 

変更は以下のとおり。 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 

１～５．＜条文省略＞ 

 

６． 電子マネー、仮想通貨その他の電子的価値

情報及び前払式支払手段の発行、販売及び

管理並びに電子決済システムの提供業務並

びに資金移動業 

 

７～13．＜条文省略＞ 

第１章 総則 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 

１～５．＜現行どおり＞ 

 

６． 各種電子的価値情報及び前払式支払手段の

発行、販売及び管理並びに電子決済システ

ムの提供業務並びに資金移動業 

 

 

７～13．＜現行どおり＞ 

 

会 社 名 株 式 会 社 メ タ ッ プ ス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山﨑 祐一郎 

 （コード番号：6172 東証マザーズ） 

問合せ先 企 画 本 部 長 尹  喜 重 

 （TEL.03-6459-4670） 
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３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2020年３月 27日（金） 

定款変更の効力発生日（予定）  2020年３月 27日（金） 

 

 

以上 

 


